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マイナマイナ保険保険証証をごをご利利用ください用ください
令和6年12月2日以降は保険証が発行されなくなり、

組合員資格、被扶養者資格の確認はマイナンバーカード（マイナ保険証）で行うことになります。

※現在利用されている組合員証および被扶養者証については最大1年間有効です。

※高額療養費制度をご利用される方は、
　続けて確認・選択をお願いします。
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資格情報のお知らせと資格情報のお知らせと
個人情報（マイナンバー）確認のお願いを送付します個人情報（マイナンバー）確認のお願いを送付します

マイナ保険証を使うとどんな良いことがあるの？マイナ保険証を使うとどんな良いことがあるの？

　マイナ保険証を安心して利用いただけるよう、組合員と被扶養者の皆さんへマイナンバーの下4桁を記載した資格情
報のお知らせを送付いたします。
　資格情報のお知らせが届きましたら内容を確認のうえ、大切に保管いただくようお願いいたします。

　医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意すると、医師
や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けるこ
とができます。

　医療機関等がマイナ保険証に対応していな
い場合や、資格確認ができずマイナ保険証が
利用できない場合は、「資格情報のお知らせ」
とマイナンバーカードを窓口に提示して受診
することができます。

　高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカー
ドを健康保険証として使うことで、医療機関の窓口で高
額な医療費を一時的に自己負担したり、書類申請手続き
をする必要がなくなります。

メリット

１

メリット

2
窓口で限度額以上の支払いが不要になります（高額療養費制度）

より良い医療を受けることができます

医療健康課　TEL 029-301-1413お 問 い 合 わ せ 先

窓口負担（例：３割負担）

自己負担限度額
※所得に応じて異なります。

自己負担
支払不要

高額療養費として
当組合が支給

太枠内の内容を
確認してください

10月

点線で切り取り、カード型の
「資格情報のお知らせ」として
利用できます


